
岩手県告示第１６７号

森林病害虫等防除ま（・１口２５年法律第５３そ）第５条第１癢の規定にＸづき、回ま第３条第ｌ ｌｉ第１ を、 第２ そ、 第５そまび第６

ぢ・に掲げる命令をしよう とするので、 その区域等を次のとお りぬ表する。

令ｉ口８ 年３ １２７日

岩手県お］事　ま　増　拓　き

１（ １） 区域２１び期回

ア　 Ｋ域　４岡市、 大ぬ渡市、花き市、え上市、遠煢市、一回市、陸愾高 日ＥＩ市、奥りヽ｜ヽ｜市、４Ｒ市、Ｓ波ｍ紫波回丁、同ｍ矢「１１り｀

、ｍＲＳをケ畸ほ丁、 き磐＃Ｓ平泉り、 タｌ仙ｍ住日１回Ｔｊｌび二‾Ｆ翦一Ｆ回Ｔ

イ　 期間　令加 ８年 ４Ｊｊ　１　日か ら令加９ 年３ Ｊ１ ３１ 日まで

（２ ）森林病害虫等の種類　松く い虫

（３ ）行 うべき措置の ｌｊ９容

ア　 ぢく、い虫の付着している樹木を所有し、又は管１１する者は、肖該魅木をｆｊと儁ｊして薬剤を散布し、 肖該樹木を伐倒してｌｉ剤

によ りく ん蒸 し、 又は肖該樹木を伐倒してはく皮 し、 並びに祉くい虫並びにそのＨ着している枝条八び樹皮を焼却すること

イ　 松の伐採跡ｔｔ！１であって、 松く い虫がイ才着 し、 又皿亀するおそれがある根４朱の存する ものを所有し、又は管Ｓする者は、

肖該伐ＳＩ跡ｊｉに存する 肖該４Ｒ４朱並びに松くいま並びにその付きしている枝条２えび樹皮に薬剤を散布し、又は当該ｔＲ株をはく

皮し、並びに松く い虫が付着している４合には松くい虫並びにその付着している枝条２えび樹皮を焼却する こと。

ウ　松く い虫が付着し、又は付着するおそれがある伐採木 （伐採された樹木そのき土地１から分離した樹木の幹Ｘび枝条 （ＪＩ材

２えび薪炭材であ るも のを含む。） をい う。 Ｊ２え下回じ。） を所有し、又は管稾１１する者は、 肖該伐採木に薬剤を散布し、肖該伐

採木を薬剤により くん蒸し、又は肖該伐採木をはく皮 し、 並びに松くいまが付着している場合には松く い！れｔびにそのＨ着

している 枝まｊ１び樹皮を焼却する こと。

（４）命令を しよ うと するＳＦｈ（ １） アに定めるＫ域の４を定森林において松 くい！ｈの被害が発生 しており 、（ ３） に定める措雅。を

行わなければ松く い吏の被害が叉常にまんＸ し、 （１ ）アに定めるＫ域ｊｌびそのＪ１１１ｊＺ７の特定森林にｊｌｌ大な損害を与えるおそれが

あるため。

（５）その他

ア（３） に定める措置のう ち、 薬剤を散布するＳ合は、森林害虫防除員の指示にｌｌ うこ と。

イ（３） に定める措置を行った者又はその代Ｓ人は、 肖該措置を行った・速やかに、 ＳＩ』に定める実加ｉｉｌによ り（ ３） にｔめる樹

木、 伐採跡１１１又は伐採木の所在する 区域を所管する広域ＳＩ！回！ｇｊｌ（ぶ下 「加５長」と いう 。） にその回をＭｉけｍなければなら

ない。た だし、ウ によ り申請書を１１出する 場合は、 この ほり でな い。

ウ（３） にｔめる措覗。に伴う損失補償をタヒけよう とする者は、 肖該措Ｒを行った後速やかに、 ｌｊｌ』に定める申禁書を局ｊｌに提出

するものとし、その提Ｎｊがあったとき は、 ノｇ５・は、 肖該申禁者が （３ ）に定める措置を行つたかどうかを確認して、損失補償

金の額を決ｔ し、 ｍ失補償金を交付する。

エ　 Ｍ５ｊをは、 （３ ）に定める樹木、 伐採跡ｊｉ又は伐採木を所有し、又は管Ｓする者が、 （１ ）イ に定める期翫内に （３ ）に定める措

置を行わないとき、行ったが十分でないとき、又は行うＫｊきみがないとき は、 当、該措置のを部又は一部を自 ら行 うこ とがで

きる。

オ　局長は、 エの措置を行った場合において、その費用の額が、（ ３） に定める措置を行うべき者が自 らその措置のを部又は一

部をむったと した場ｉ合に、その者がまける こと となるべき補償の額をＳえると きは、そのＳえる部夕ｙの額に相肖する額をそ

の者から 徴収する こと がで きる。

２（ １） 区域Ｒび期間

ア　 Ｋ域　ＳＭ市、 大船渡市、花巻市、ｔ上市、遠Ｗ市、一回市、陸前高 日ヨ市、 奥ｊヽＩ・｜ 市、 滝沢市、 紫波葛紫波り、回郡矢［ｔＪＳ］‘

、ｍほケ崎Ｒ］‘、西磐井鶚平泉ほ］‘、気９Ｓ往日Ｅｌ ｍ］‘及び二‾Ｆち一Ｆ回］‘



イ　 期鶚　令加 ８年 ４Ｊ１１ 日か ら令ｆ口 ９年 ３１ ３１ 日まで

（２ ）森林病害虫等のＳ類　松く い虫

（３ ）行うべき措置のｌｊ９容 （１ ）アに定める区域に存する松く い虫がＨ着している伐Ｒ木は、 松く い虫をＷ除した後でなければ

移動させるこ とができないものとする。 ただ し、 松く い虫を駆除する目 白！Ｊで区域１大ｌを移・するｌｌ合は、この回りでない。

（４）命令を しよ うとする１１ｒｈ （１ ）アに定めるＫ城の・ｔ森林において松くい虫の被害が発生してお り、 （３ ）に定める措・を

行わなければ松く い虫の被害が叉常にまんＸし、 （１ ）アに定めるＫ威Ｒびその周Ｍ！の９定森林にｊｌｌ大な損害を与えるおそれが

あるため。



森林病害虫等防除法（昭和 ２５年法律第 ５３号） 第５ 条第 １項の規定に

基づき、 下記によ り森林病害虫等の付着 して いる伐採木等の移動を制

限する。

なお、こ の処分に対して不服がある場合には、こ の処分があっ たこ

とを知っ た目 のｔ目か ら起算して３ かｙＷ、佩に知事に審査請求をする

ことができる。

令和 ８年 ３Ｊヨｊ ２７日

岩手県知事　逓増　 拓也

記　　　　　　　　　　　　　 “Ｊ

Ｉ　 Ｋ域及び期間

出　 Ｉ夭域　一戸町

（２）期間　令和 ８年 ４Ｊ］１ 日か ら令和９ 年３　Ｊ１ ３１ 日まで

２　 森林病害虫等の種類　松く い虫

３　 行うべき措置の内容

１（ １） に掲げるＫ域に存する松く い虫が付着している伐採された樹

木その他土覧から分離 した樹木の幹‾ｋび枝条け目材及び薪炭材であ

るも のを合む。） は、 松く い虫を駆除した後でなければ移動させる

ことができないものとする。ただし、松くい虫を駆除する 目的で｜夭

城内を移動する場合は、こ の限 りでない。

４　 命令をしよう とする篥ｌ‾` 惠

１（ １） に定めるＫ域の松林攷びぞの周辺の松林において、３ に掲げ

る措置を行わなければ松く い虫の被害が異常にま ん延 し、 １（ １） に定

める Ｋ域及びその周ｍの松林に重大な損害を与えるおそれがあるた

め。


